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独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則

平成 18年 12月 13日独信基(601)平成 18年第 231号

変更 平成 19年 4月 25日独信基(601)平成 19年第 26号

変更 平成 19年 9月 28日独信基(601)平成 19年第 181号

第１章 総則

（趣旨）

第１条 契約に関する事務取扱いについては、独立行政法人農林漁業信用基金の農業

信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る会計規程（以下「会

計規程」という。）、独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁

業災害補償関係業務に係る会計規程（以下「災害会計規程」という。）、に定めるも

ののほか、この細則に定めるところによるものとする。

（定義）

第２条 この細則における用語の定義は、次の各号によるものとする。

（１）「契約」とは、会計規程第８章及び災害会計規程第８章の規定の適用を受ける

契約をいう。

（２）「契約担当役等」とは、会計規程別表及び災害会計規程別表に規定する契約担

当役、契約担当役代理及び代行契約担当役をいう。

（契約審査会）

第３条 契約に関する重要な事項を審査するために契約審査会を設置する。

２ 契約審査会の構成及びその他事項については、別に定める。

(契約に関する総合窓口の設置)

第４条 契約に関する問合わせに対応するため、総務課に窓口を設置することとし、そ

の連絡先についてはホームページに掲載するものとする。

第２章 一般競争入札
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（競争参加者の資格基準）

第５条 一般競争に参加しようとする者に必要な資格は契約の種類毎に、契約の予定

価格に応じて区分した等級別に､別に定めるところによる。

（一般競争に参加させることができない者）

第６条 契約担当役等は、特別の理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有し

ない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争に参加させることができない。

２ 契約担当役等は、次の各号の一に該当すると認められる者を、特別の理由がある

場合を除き、その事実があった後２年間一般競争に参加させることができない。

また、これらの者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、

同様とする。

（１）契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者

（２）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得る

ために連合した者

（３）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

（４）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

（５）正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

（６）経営状態が著しく不健全であると認められる者

（７）競争参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の

記載をし、又は記載をしなかった者

（８）商法、その他の規定に違反して営業を行った者

（入札の公告）

第７条 契約担当役等は、入札の方法により一般競争に付する場合には入札期日の前

日から起算して少なくとも１０日前にホームページ掲載、その他の方法により、公

告しなければならない。ただし、急を要する場合又は契約の性質上必要がないと認

められる場合には、その期間を５日までに短縮できるものとする。

（公告事項）

第８条 前条の規定による公告は次に掲げる事項についてしなければならない。

（１）入札に付する事項

（２）競争に参加する者に必要な資格に関する事項

（３）競争参加資格審査申請書の提出期限

（４）入札の日時及び場所
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（５）契約条項を示す場所

（６）入札保証金に関する事項

（７）その他必要な事項

（資格審査申請書の提出、資格審査等）

第９条 競争参加資格審査申請書の提出、資格審査及び資格審査結果の通知について

は別に定めるところによる。

（入札の説明）

第１０条 契約担当役等は、一般競争に参加する者に対し、入札に付そうとする事項

について説明を行わなければならない。

２ 契約担当役等は、前項の規定により説明を行うときは、次に掲げるもののうち、

当該入札に必要な書類を一般競争に参加する者に交付しなければならない。

（１）契約条項を記載した書面

（２）入札心得書

（３）仕様書

（４）図面

（５）その他必要な資料

（入札保証金）

第１１条 契約担当役等は、競争に加わろうとする者からその見積る契約金額の 100

分の５以上に相当する入札保証金を納めさせなければならない。ただし、その必要

がないと認められる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないこ

とができる。

２ 前項に規定する入札保証金に代えて、通則法第４７条第１号、財務省・農林水産

省告示第３５号及び農林水産省告示第１５２４号に規定する有価証券又は証書を担

保として受け入れることができるものとする。

３ 前項に掲げる担保の価値は、額面金額の８割に相当する金額とする。

４ 第１項の規定により納入された入札保証金又は第２項の担保は、落札者以外の入

札者については落札者決定後、落札者については契約締結後これを納入者に返還し

なければならない。

５ 落札者の納めた入札保証金は、その者が契約を締結しない場合には、信用基金に

帰属するものとする。

６ 入札保証金には、利息を付さないものとする。

（入札保証金の納入の免除）
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第１２条 前条ただし書きの規定により入札保証金の全部又は一部の納入を免除する

場合とは、次の場合とする。

（１）競争に参加しようとする者が、保険会社との間に信用基金を被保険者とする入

札保証保険契約を結んでいるとき。

（２）競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがない

と認められるとき。

（入札保証金の受入れ及び返還）

第１３条 入札保証金（これに代る担保を含む。以下本条及び次条において同じ。）

は、別表第１号様式の保証金提出書により納付させるものとし、納付者には別表第

２号様式の保証金受領書を交付するものとする。

２ 前項の規定により納付された入札保証金については、業務上の余裕金等とは別に

管理しなければならない。

３ 入札保証金を返還するときは、当該保証金受領書と引換に行う。

（予定価格の設定）

第１４条 契約担当役等は予定価格を設定しなければならない。

２ 予定価格は、入札に付する事項の契約の総額について作成しなければならない。

ただし、一定期間継続して行われる役務の提供、売買、供給、使用等の契約につい

ては、単価についてその予定価格を作成することができる。

３ 前項の予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、

需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行の期間の長短等を考慮して適正に定め

なければならない。なお、競争に付する事項の性質上、契約の内容に適合した履行

がなされない恐れのある場合は、予定価格に１０分の１から３分の２の範囲内の割

合に乗じた価格（以下「基準価格」という。）を設定することができる。

４ 予定価格及び基準価格を設定した場合は、その価格を記載した書面（以下「予定

価格調書」という。）を作成し、記名押印のうえ封筒に入れて、開札の際これを開

札場所におかなければならない。

（予定価格等の秘密保持）

第１５条 予定価格、予定価格作成の基礎となった書類及び基準価格は、秘密とする。

ただし、他の予定価格を類推させる恐れがないと認められるもの及び事務に支障を

生ずる恐れがないものと認められるものについては、契約締結後に公表することが

できる。

（入札）
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第１６条 契約担当役等は、公告した入札の日時及び場所において、厳正に入札を執

行しなければならない。

２ 入札者がいったん提出した入札書について、これの引換え、変更又は取消しをさ

せてはならない。

３ 代理人をもって入札をしようとする者があるときは、入札執行前に委任状を提出

させ、代理権のあることを確認しなければならない。

（開札）

第１７条 契約担当役等が、入札が終了したことを確認した後、直ちに入札者を立ち

会わせて開札を行わなければならない。ただし、開札に立ち会う入札者がいない場

合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

（入札の無効）

第１８条 契約担当役等は、開札を行った場合において入札書を審査した結果、当該

入札書が次の各号の一に該当すると認めたときは、これを無効としなければならない。

（１）入札金額が訂正してあるとき。

（２）入札者の記名押印が欠けているとき。

（３）誤字、脱字（数字の脱落を含む。）等により意思表示が不明確なとき。

（４）入札の目的に示された要件と異なっているとき。

（５）条件が付されているとき。

（６）同一入札者の入札書が２通以上投入されているとき。

（７）再度入札の場合において、前回の最低額を上回る金額又は最高額を下回る金額

で入札されているとき。

（８）前各号に掲げる場合のほか、信用基金の指示に違反し、又は入札に関する必要

な条件を具備していないとき。

２ 契約担当役等は、入札者が次の各号の一に該当する場合には、当該入札者の行っ

た入札を無効としなければならない。

（１）第３条の規定による競争参加の資格がないと認められた者が入札を行ったとき。

（２）入札保証金の納入を必要とする入札において、これを納入していない者が入札

を行ったとき。

（３）郵便又は電報により入札を行ったとき。

（４）同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる

とき。

（５）明らかに連合によると認められる入札を行ったとき。
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（６）職員の職務の執行を妨害して入札を行ったとき。

（７）前各号に掲げる場合のほか、信用基金の指示に従わなかったとき。

３ 前２項の規定により入札を無効としたときは、直ちに入札者全員に対し、当該入

札を無効とする旨を明らかにしなければならない。

４ 入札の総額をもって落札者を定める場合は、この内訳に誤りがあっても入札の効

力を妨げない。入札の単価をもって落札者を定める場合において、その総額に誤り

があったときも同様とする。

（落札者の決定方法）

第１９条 契約担当役等は、開札の結果、前条に規定する無効の入札を除き、予定価

格及び基準価格の制限範囲で、最低又は最高の価格による入札をした者を落札者と

しなければならない。

（同価入札の落札者の決定方法）

第２０条 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該

入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

２ 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、この者

に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができるものとする。

３ 第１項の規定により決定した落札者が契約を締結しないときは、同価の入札をし

た他の者をもって落札者とすることができる。

（再度入札）

第２１条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格及び基準価格の制限

範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことができる。

２ 前項の規定により再度の入札を行う場合には、当初の入札に加わらなかった者及

び第１６条第２項の規定により入札を無効とされた者を参加させてはならない。

３ 第１項の規定により再度の入札を行う場合には、予定価格、基準価格その他の条

件を変更してはならない。

（落札者等の公表）

第２２条 契約担当役等は、開札の結果、落札者を決定したときは、その氏名又は名

称及び落札金額を、落札者がいないとき又は再度の入札を行うとするときは、その

旨を入札者全員に公表しなければならない。

（入札経過調書の作成）

第２３条 契約担当役等は、入札を行った場合には入札の経過を明らかにした入札経

過調書（別表第３号様式）を作成しなければならない。
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第３章 随意契約

（予定価格が少額である場合の随意契約の要件）

第２４条 会計規程第５２条第３項又は災害会計規程第５１条第３項に基づき、随意

契約によることができる場合は、次のとおりとする。

（１）予定価格が２５０万円（予定価格を省略する場合においては、積算額又はこれ

に準ずる価格を含む。以下本条において同じ。）を超えない工事又は製造をさせ

るとき。

（２）予定価格が１６０万円を超えない財産を買い入れるとき。

（３）予定賃借料の年額又は総額が８０万円を超えない物件を借り入れるとき。

（４）予定価格が５０万円を超えない財産を売り払うとき。

（５）予定賃借料の年額又は総額が３０万円を超えない物件を貸し付けるとき。

（６）工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が

１００万円を超えないもののとき。

（予定価格の設定等）

第２５条 第１２条及び第１３条の規定は、随意契約における予定価格に準用する。

この場合において、第１２条第２項中「入札に付する事項」とあるのは「見積もり」

と、同条第４項中「開札」とあるのは「見積り合わせ」と読み替えるものとする。

（見積書の徴取）

第２６条 契約担当役等は、随意契約による場合には原則として２人以上の者から見

積書を徴さなければならない。

（見積書の省略）

第２７条 次の各号の一に該当する場合は、見積書の徴取を省略することができるも

のとする。

（１）法令に基づいて取引価格又は料金が定められていること、その他特別な事由が

あることにより特定の取引価格又は料金でなければ契約することが困難であると

き。

（２）概算見積額が１０万円を超えない契約をするとき。

２ 前項第２号の規定により見積書の徴取を省略した場合においても、必要に応じ、

口頭照会による見積り合わせ又は市場価格の調査の結果等を記載した資料を当該契

約に係る決裁書類に添付するものとする。
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（予定価格の設定の省略）

第２８条 契約担当役等は、次の各号の一に該当する場合は、予定価格の設定を省略

することができるものとする。

（１）法令に基づいて取引価格又は料金が定められていること、その他特別な事由が

あることにより特定の取引価格又は料金でなければ契約することが困難であると

き。

（２）概算見積額が１００万円未満であるとき。

（３）急を要する場合又は契約担当役等が予定価格の設定を省略しても支障がないと

認めるとき。

２ 予定価格の設定を省略したときは、必要に応じ、予定価格に準じた積算を行いそ

の積算資料を当該契約に係る決裁書類に添付するものとする。

（随意契約の相手方の決定）

第２９条 契約担当役等は、予定価格（予定価格の設定を省略した場合には、積算額

又はこれに準ずる適正な価格）の制限内で、価格その他の事項について信用基金に

とって最も有利な見積りをした者（第２５条の規定により見積書の徴取を省略した

場合には、照会、調査等により信用基金にとって適正、かつ、有利な条件で契約を

すると認められる者）を契約の相手方としなければならない。

第４章 契約の締結

（契約締結の通知）

第３０条 契約担当役等は、落札者又は随意契約の相手方となる者（以下「落札者等」

という。）を決定したときは、直ちに、これらの者に対し、契約を締結する旨及び

契約の締結日その他必要な事項を通知しなければならない。

（契約書の作成）

第３１条 契約担当役等は、前条の通知を行ったときは、遅滞なく契約書を作成しな

ければならない。

（契約書の記載事項）

第３２条 契約担当役等は、前条の規定により作成する契約書には、当該契約の性質

及び目的に従い、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載しなければならない。

（１）件名又は品名

（２）契約年月日
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（３）数量単位及び単価

（４）契約金額及び支払条件

（５）履行期限又は期間

（６）受渡場所

（７）契約保証金

（８）前払金

（９）履行の監督又は検査

（10）履行遅延その他債務不履行の場合における延滞金、違約金その他の損害金

（11）契約の解除

（12）危険負担

（13）契約内容の変更又は履行の中止の場合の損害負担

（14）かし担保責任

（15）債権譲渡及び履行委任

（16）相殺

（17）紛争の解決方法

（18）その他必要事項

（契約書の添付書類）

第３３条 契約担当役等は、契約書を作成する場合には、次に掲げる書類のうち、契

約の性質又は目的に応じ、当該契約に必要と認められるものを契約書に添付しなけ

ればならない。

（１）仕様書

（２）図面

（３）その他必要な書類

（契約書の作成の省略）

第３４条 契約担当役等は、次の各号の一に該当する場合には、契約書の作成を省略

することができる。

（１）契約金額が１５０万円を超えないものをするとき。

（２）物品を売り払う場合において、買い受け人が直ちに代金を納付してその物品を

引き取るとき。

（３）前各号に掲げる場合のほか、慣習上契約書の作成を要しないと認められる契約を締

結するとき。

２ 前項の規定により契約書の作成を省略する場合には、請書、見積書、請求書等契
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約の事実を明らかにした書類をもってこれに代えるものとする。

（契約保証金）

第３５条 契約担当役等は、契約を締結する者から契約金額の１００分の１０以上の

契約保証金を納めさせなければならない。ただし、その必要がないと認められる場

合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

２ 前項に規定する契約保証金に代えて、通則法第４７条第１号、財務省・農林水産

省告示第３５号及び農林水産省告示第１５２４号に規定する有価証券又は証書を担

保として受け入れることができるものとする。

３ 前項に掲げる担保の価値は、額面金額の８割に相当する金額とする。

４ 契約担当役等は、契約の履行が完了したときは、契約保証金を相手方に返還しな

ければならない。

５ 第１項の規定により納入された契約保証金又は第２項の担保は、これを納入した

者がその契約上の義務を履行しないときは、信用基金に帰属させるものとする。た

だし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めた

ところによる。

６ 契約保証金には、利息を付さないものとする。

７ 落札者の請求があるときは、当該落札者の入札保証金を契約保証金に充当するこ

とができる。

（契約保証金の納入の免除）

第３６条 前条ただし書きの規定により、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又

は一部についてその納入を免除することができる。

（１）一般競争参加の資格を有する者と契約を締結する場合においてその必要がない

と認められるとき。

（２）随意契約によるとき。

（３）契約の相手方が、保険会社との間に信用基金を被保険者とする履行保証契約を

結んでいるとき。

（４）工事に係る請負契約については、契約の相手方が完成保証人を立てているとき。

（契約保証金の受入れ及び返還）

第３７条 契約保証金（これに代わる担保を含む。以下本条及び次条において同じ。）

は、別表第１号様式の保証金提出書により納付させるものとし、納付者には別表第

２号様式の保証金受領書を交付するものとする。

２ 前項の規定により納付された契約保証金については、業務上の余裕金等とは別に
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管理しなければならない。

３ 契約保証金を返還するときは、当該保証金受領書と引換えに行うものとする。

（契約の締結をしない場合）

第３８条 契約担当役等は、落札者等に第２９条の通知をした後、落札者等が正当な

事由なく、７日以内に契約書に記名押印しないときは、契約の締結を拒否すること

ができる。

２ 契約担当役等は、第２９条の規定による通知の際に、前項の趣旨を落札者等に通

知しておかなければならない。

（公表）

第３９条 支出の原因となる契約を締結した場合は、別に定めるところにより公表す

るものとする。

第５章 契約の履行

（債権の譲渡等に関する承認事項）

第４０条 契約担当役等は、次に掲げる事項について、契約の相手方が信用基金の承

諾又は承認を受けるよう契約に定めている場合において、その者が当該各号に掲げ

る事項について行おうとするときは、その都度、遅滞なく書面により申請させて、

必要な審査を行い、その結果をその者に通知しなければならない。

（１）契約によって生ずる債権又は債務を第三者に譲渡し、又は承継すること。

（２）契約の全部又は一部の履行を第三者に委任し、又は請け負わせること。

（３）契約代金の請求及び受領を第三者に委任すること。

（４）その他契約上特に必要と定めた事項に関すること。

（監督）

第４１条 契約担当役等は、工事又は製造その他の契約（以下「契約」という。）を

締結した場合には、自ら又は会計規程第５条第３項又は災害会計規程第５条第３項

の規定に基づき、補助者に命じて契約の適正な履行を確保するために必要な監督

（以下「監督」という。）をしなければならない。

２ 前項に規定する監督は、立会い、指示、その他の適切な方法によって行うものと

する。

（監督職員の一般的職務）

第４２条 会計規程第５条第３項又は災害会計規程第５条第３項に基づき、契約担当
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役等から監督を命ぜられた補助者（以下「監督職員」という。）は、必要があると

きは、契約の相手方が作成した請負契約の履行に関する書類を審査して承認しなけ

ればならない。

２ 監督職員は必要があるときは請負契約の履行について、立会い、工程の管理、工

事中における検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするもの

とする。

３ 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げること

のないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の

秘密に属する事項は他に漏らしてはならない。

４ 監督職員は契約担当役等と緊密に連絡するとともに、契約担当役等の要求に基づ

き又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。

（検査）

第４３条 契約担当役等は、契約については、自ら又は会計規程第５条第３項又は災

害会計規程第５条第３項の規定に基づき、補助者に命じてその受ける給付の完了の

確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しく

は製造の既済部分又は物品の既納部分の確認を含む。）をするため必要な検査（以

下「検査」という。）をしなければならない。

２ 前項に規定する検査は、契約書、仕様書及びその他の関係書類に基づいて行うも

のとする。

（検査職員の一般的職務）

第４４条 会計規程第５条第３項又は災害会計規程第５条第３項による契約担当役等

から検査を命ぜられた補助者（以下「検査職員」という。）は、検査を行った結果、

その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置に

ついての意見を検査調書に記載して契約担当役等に提出するものとする。

（検査の一部省略）

第４５条 物品の買入れに係る契約において、契約金額が１０万円に満たないものに

ついては、数量以外のものの検査を省略することができるものとする。

（検査調書）

第４６条 検査職員は、検査を終了した場合には、検査調書を作成しなければならない。

ただし、当該契約金額が５０万円を超えない契約に係るものの場合には、検査調書

の作成を省略できるものとする。

２ 検査職員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しない場合に
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は、前項ただし書の規定にかかわらず検査調書を作成しなければならない。

３ 前２項の規定により検査調書を作成すべき場合には、当該検査調書に基づかなけ

れば支払をすることができない。

４ 第１項及び第２項に規定する検査調書は、別表第４号様式による。

（監督と検査の職務の兼職禁止）

第４７条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き監督職員の職務と兼ねる

ことはできない。

（監督及び検査の委託）

第４８条 契約担当役等は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理

由により、信用基金の職員によって監督又は検査を行うことが困難であり又は適当

でないと認められる場合には、信用基金の職員以外の者に委託して当該監督及び検

査を行わせることができるものとする。

（監督又は検査を委託して行った場合の確認）

第４９条 契約担当役等は、前条の規定により信用基金の職員以外の者に委託して監

督又は検査を行わせた場合には、当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成さ

せなければならない。

２ 契約代金は、前項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

（債務の一部履行）

第５０条 契約担当役等は、第４１条に規定する検査の結果、債務の一部が履行され

ていないことを認めたときは、契約の相手方に期限を定めて修理又は補完を請求し

なければならない。この場合において、損害が生じたときは、損害賠償を請求しな

ければならない。

２ 第４１条の規定は、前項の修理又は補完を完了した場合の当該部分の検査につい

て準用する。

（履行遅延）

第５１条 契約担当役等は、契約の相手方の責めに帰すべき事由により、契約の相手

方が約定の期限内に債務を履行することができない場合において、信用基金の業務

運営上著しく支障を及ぼすと認められるときは、契約を解除しないで、相当の期間

を限り、これを履行遅延として取扱うことができるものとする。

２ 前項の規定により履行遅延の取扱いをした場合において、契約代金（引渡しを受

けた部分があるときは、その部分に相当する契約代金を除く。）について年５．００

パーセントの割合で計算した金額を契約の相手方から遅延金として徴収しなければ
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ならない。

３ 天災その他の不可抗力又は契約の相手方の責めに帰することができない事由によ

り、契約の相手方が約定の期限内に債務を履行することができないと認める場合に

は、履行遅延としないで相当の期間を限り期限を延長することができる。

（損害の負担）

第５２条 契約担当役等は、契約の目的物の引渡し前において、当事者双方の責めに

帰することができない事由により生じた損害は契約の相手方に負担させなければな

らない。

２ 前項の規定により契約の相手方が天災その他不可抗力により生じた損害を負担す

る場合において、その損害が重大であり、かつ、契約の相手方が善良な管理者の注

意義務を怠らなかったと認める場合に限り、その損害の一部を信用基金の負担とす

ることができるものとする。

（引渡し）

第５３条 契約担当役等は、検査の結果、債務の履行が完了したことを確認し、契約

の相手方から契約の目的物の引渡しを受けなければならない。この場合において、

必要に応じ、契約の相手方から引渡書を提出させるものとする。

（かし担保責任）

第５４条 契約担当役等は、契約の目的物の引渡しを受けた後において、かし担保期

間内に当該目的物にかしがあったときは、契約の相手方に相当の期間を定めて代品

の提供若しくはかしの補修を命じ又は代品の提供若しくはかしの補修とともに損害

賠償を請求しなければならない。

（契約代金の支払）

第５５条 契約担当役等は、契約代金を支払う場合には、契約の相手方から支払請求

書を提出させ、これを受理した日から起算して、約定期間内にこれを支払うものと

する。

２ 前項の場合において、違約金、延滞損害金その他の徴収すべき金額があるときは、

支払代金からこれらの金額を控除し、なお不足額があるときはこれを追徴しなけれ

ばならない。

（財産の売払代金の納付）

第５６条 契約担当役等は、財産の売払いに当たっては、その引渡しのとき又は移転

の登記若しくは登録のときまでに、その代金を納入させるよう当該契約において定

めておかなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体であるときはこ



- 15 -

の限りでない。

（賃貸料の納付）

第５７条 契約担当役等は、物件の貸付けに当たっては、賃貸料を前納させるよう当

該契約に定めておかなければならない。ただし、貸付期間が６月以上に及ぶものそ

の他特別の必要があると認められる場合には、これを分割して定期に前納させるこ

とができるものとする。

第６章 契約の解除及び変更

（契約の解除）

第５８条 契約担当役等は、契約の相手方が次に掲げる事項の一に該当する場合又は

信用基金の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除するこ

とができる旨を契約に定めておかなければならない。

（１）正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は履

行期限内若しくは履行期限経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込

みがないと認められるとき。

（２）正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。

（３）公正な競争の執行の阻害又は公正な価格を害し若しくは不利な利益を得るため

の連合があったと認められるとき。

（４）前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目

的を達することができないと認められるとき。

２ 前項の規定に基づき、契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があ

るときは、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものと

する。この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額

を契約の相手方に支払うものとする。

（損害の賠償）

第５９条 契約担当役等は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、契約の相

手方に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。

（１）信用基金の責めに帰すべき事由により相手方から解除の申し入れがあったとき。

（２）信用基金の業務運営上の必要から契約を解除したとき。

（違約金の徴収）

第６０条 契約担当役等は、第５６条第１項第１号、第３号及び第４号の規定に基づ
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き、契約を解除したときは、契約の相手方から、原則として契約金額の１００分の

１０に相当する金額を違約金として徴収しなければならない。この場合において、

第３４条の規定による契約保証金が納入されているときは、その違約金は、契約保

証金のうちから徴収するものとし、違約金の額が契約保証金の額を超えているとき

は、その超えている額を追徴するものとする。

（契約の変更）

第６１条 契約担当役等は、信用基金の業務上必要がある場合には、契約の内容を変

更し又は契約の相手方に対して債務の履行を一時中止させることができる旨を契約

に定めておかなければならない。

２ 前項の規定により契約の内容を変更し又は債務の履行を一時中止させた場合にお

いて、従前の契約金額又は履行期限によることが不適当であると認めるときは、契

約の相手方と協議して、これらを変更することができるものとする。

３ 契約の相手方の責めに帰することができない事由により、履行期限内に債務を履

行することができない場合においては、契約の相手方と協議して延滞損害金を徴収

しないで、相当の期間を限り履行期限を延長することができるものとする。

（読み替え）

第６２条 会計規程別表契約担当役の項の事務の範囲の欄中、第１項第２号、第３号、

第５号、第７号から第１５号までの契約及び災害会計規程別表契約担当役の項の事

務の範囲の欄中、第１項第２号から第４号、第６号から第１３号までの契約につい

ては、第５６条から前条までの規定は、これらの規定中「契約担当役等」とあるの

は、「理事長」と読み替えて適用する。

附則

この細則は、平成１８年１２月１５日より施行する。

附則

この細則の変更は平成１９年５月１日より施行する。

附則

この細則の変更は平成１９年９月２８日より施行する。



別紙様式１

工事の名称、場所、期間及び種別 契約担当役等の氏名 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価方式の実施有

無）

予定価格 契約金額 落札率 備　　考

競争入札に係る情報の公表（工事）



別紙様式２

工事の名称、場所、期間及び種別 契約担当役等の氏名 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した会計規程等の根拠
規定及び理由（企画競

争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

随意契約に係る情報の公表（工事）

（注） 単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額
　　　欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。






